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交野市立幼稚園条例（案）  

 

（設置）  

第１条 本市に居住する幼児を保有し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長

するため、学校教育法 (昭和２２年法律第２６号 )第２条の規定に基づき、交野市立

幼稚園 (以下「幼稚園」という。 )を設置する。  

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、学校教育法及び子ども子育て支援法（平成２４年

法律第６５号。以下「支援法」という。）の定めるところによる。  

（名称・位置及び定員） 

第３条 幼稚園の名称・位置及び定員は、別表のとおりとする。  

（職員） 

第４条 幼稚園に園長及び教諭のほか、必要な職員を置く。  

（入園資格） 

第５条 幼稚園に入園できる者は、本市に保護者とともに居住する者で、小学校就学

前２年の幼児とする。 

（入園許可） 

第６条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、本市教育委員会 (以下「委員会」

という。)の許可を受けなければならない。  

２ 委員会は、幼児の保育上又は管理上不適当と認めるときは、入園を許可しないこ

とができる。 

（保育料等） 

第７条 支援法第１９条第１項第１号の認定を受けた支給認定子ども（以下「１号認

定子ども」という。）の支給認定保護者又はその扶養義務者（以下「支給認定保護

者等」という。）は、支給認定の有効期間内において、幼稚園から当該１号認定子

どもが教育給付を受けたときは、支援法第２７条第３項第２号に規定する政令で定

める額を限度として支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して市町村が定める額を保育料として市長に納付しなければならない。  

２ 前項の規定による保育料は、市長が別に定める。  
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３ 預かり保育（幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動を

いう。以下同じ。)を受けようとする園児の支給認定保護者等は、規則の定めると

ころにより、預かり保育に係る保育料（以下「預かり保育料」という。 )として、

次に定める額を市長に納付しなければならない。  

⑴ 預かり保育料 園児１人につき ４００円(日額) 

（保育料等の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料及び預かり保育料（以下

「保育料等」という。）を減額し、又は免除することができる。  

（ 保 育 料 等 の 納 付 ）  

第 ９ 条  保 育 料 等 は 、市 長 の 指 定 す る 期 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 出 席 停 止 又 は 退 園 ）  

第 １ ０ 条  委 員 会 は 、支 給 認 定 保 護 者 等 が 保 育 料 等 を 滞 納 し た と き 、又 は

園 児 を １ か 月 以 上 無 断 で 欠 席 さ せ た と き 並 び に 委 員 会 に お い て 園 児 が

保 育 上 又 は 管 理 上 不 適 当 と 認 め る と き は 、一 時 そ の 出 席 を 停 止 し 、又 は

こ れ を 退 園 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 委 任 規 定 ）  

第 １ １ 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、市 長 又 は 委 員 会 が 定 め

る 。  

附 則  

（施行期日）  

この条例は、支援法の施行の日から施行する。  

 

別表  

名称  位置  定員  

交野市立第１幼稚園  交野市私市１丁目２９番１号  ６０名  

交野市立第２幼稚園  交野市星田５丁目２番１２号  ６０名  

交野市立第３幼稚園  交野市幾野３丁目１８番２号  ６０名  

 


